
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
職
業
能
力
開
発
校
等
で
実
施
す
る
職
業
訓
練
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
六
号 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
職
業
能
力
開
発
校
等
で
実
施
す
る
職
業
訓
練
等
を
定
め
る 

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
職
業
能
力
開
発
校
等
で
実
施
す
る
職
業
訓
練
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
七
号
イ
中
「
⑶
ま
で
」
を
「
⑷
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑷
と
し
、
同
号
イ
⑵
を

同
号
イ
⑶
と
し
、
同
号
イ
⑴
中
「
若
し
く
は
応
用
研
究
課
程
若
し
く
は
研
究
課
程
の
指
導
員
訓
練
を
修
了
し

た
者
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑴
を
同
号
イ
⑵
と
し
、
同
号
イ
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑴ 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
員
訓
練
の
う
ち
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
五
の
表
下

欄
に
規
定
す
る
長
期
養
成
課
程
（
以
下
「
長
期
養
成
課
程
」
と
い
う
。
）
、
同
欄
に
規
定
す
る
短

期
養
成
課
程
（
以
下
「
短
期
養
成
課
程
」
と
い
う
。
）
又
は
同
欄
に
規
定
す
る
高
度
養
成
課
程
（

以
下
「
高
度
養
成
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
（
短
期
養
成
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ

て
は
、
専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
関
し
適
切
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と

職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
の
長
が
認
め
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
教
育
訓
練

に
関
し
適
切
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

第
七
条
中
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令 

」
と
い
う
。
）
」
を
「
省
令
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
八
号
中
「
長
期
課
程
の
指
導
員
訓
練
を
修
了
し
た
者
」
を
「
短
期
養
成
課
程
を
修
了
し
た
者
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
二
号
か
ら
同
項
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

第
一
号
中
「
若
し
く
は
応
用
研
究
課
程
若
し
く
は
研
究
課
程
の
指
導
員
訓
練
を
修
了
し
た
者
」
を
削
り
、
同

号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一 

長
期
養
成
課
程
、
短
期
養
成
課
程
又
は
高
度
養
成
課
程
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
教
育
訓
練
に
関

し
適
切
に
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
基
づ
く
職
業
能
力

開
発
校
等
で
実
施
す
る
職
業
訓
練
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
七
号
イ
⑴
に
該
当
す
る
者
に
関
す
る
専
門
課
程
の
訓
練
基
準
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
の
基

準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
八
条
第
一
号
又
は
第
八
号
に
該
当
す
る
者
に
関
す
る
高
度
職
業

訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


